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図
書
館
の
カ
ゴ
が
完
成

　

５
月
に
作
り
手
を
募
集
し
た
館
内
用
の

「
貸
出
カ
ゴ
」が
完
成
し
ま
し
た
。
こ
の
カ
ゴ

は
ク
ラ
フ
ト
テ
ー
プ
を
材
料
に
、
参
加
者
の

皆
さ
ん
が
講
師（
高
宮
先
生
・
木
下
先
生
）

の
指
導
の
下
、
約
６

時
間
か
け
て
作
り
上

げ
ま
し
た
。
館
内
で

選
ん
だ
本
を
カ
ウ
ン

タ
ー
ま
で
運
ぶ
カ
ゴ

と
し
て
、
ぜ
ひ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

※
カ
ゴ
は
館
外
へ
は

持
ち
出
せ
ま
せ

ん
。

今月の行事予定　＜場所：市中央図書館＞
◆映画上映会◆　7月20日（日）午後2時
　『どんぐりの家（アニメ・字幕付）』
◆牛久おもちゃ病院◆　7月20日（日）午前10時～正午
＊おはなしよんで…毎週水曜日午後2時
＊おはなし会…毎週土曜日午後2時
＊おはなしとんとん…毎月第2日曜日午前11時
＊うさちゃんきいて…毎月第3金曜日午前10時30分
※ 7 月20 日～ 8 月31日まで、通常のおはなし会はすべてお休みします。

としょかん
■市中央図書館　☎871-1400 午前9時～午後9時

■エスカード分館☎874-3132 午前10時～午後7時

■奥野生涯学習センター図書室☎875-1133 午前9時～午後5時

■三日月橋生涯学習センター図書室☎874-1340 午前9時～午後5時ホームページ http://library.city.ushiku.ibaraki.jp/

今月の休館日

全館休館日…7月14日（月）・28日（月）

学
習
室
の
利
用
方
法

に
つ
い
て

講
師
の
方
々
と
２
日
目
参
加
者
の
皆
さ
ん
�

利
用
対
象　

利
用
者
カ
ー
ド
を

お
持
ち
で
、
市
内
に
在
住
・

在
勤
・
在
学
の
方
お
よ
び
龍

ケ
崎
市
に
在
住
の
方

利
用
方
法　

２
階
レ
フ
ァ
レ
ン

ス
ル
ー
ム（
調
べ
物
の
部
屋
）で

利
用
者
カ
ー
ド
を
ご
提
示
の

上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

利
用
券
を
お
渡
し
し
ま
す
。

利
用
時
間　

座
席
指
定
・
完
全

入
れ
替
え
制【
第
１
部
】
午
前

９
時
～
午
後
０
時
50
分
、【
第

２
部
】
午
後
１
時
～
４
時
50

分
、【
第
３
部
】午
後
５
時
～
８

時
50
分

利
用
に
つ
い
て

①
必
ず
本
人
の
利
用
者
カ
ー
ド

を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

②
第
２
部
と
第
３
部
の
申
し
込
み

は
、
利
用
時
間
の
10
分
前
か

ら
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す
。

③
次
の
部
も
続
け
て
利
用
希
望

の
場
合
は
、
次
の
部
の
利
用

開
始
20
分
後
か
ら
の
受
け
付

け
と
な
り
ま
す
。

④
利
用
状
況
に
よ
り
視
聴
覚
室
を

開
放
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑤
席
の
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

納
涼
！
こ
わ
い
お
は
な
し
会
ス

ペ
シ
ャ
ル

日
時　

７
月
30
日（
水
）、
８
月
22
日（
金
）午
後

６
時
30
分
～
７
時
30
分

場
所　

市
中
央
図
書
館
視
聴
覚
室（
２
階
）

対
象　

小
学
３
年
生
以
上（
小
さ
い
子
や
、
こ

わ
く
て
１
人
で
聞
け
な
い
子
は
、
お
家
の
人

と
一
緒
に
来
て
ね
！
）

申
し
込
み
方
法　

７
月
５
日（
土
）か
ら
電
話
ま

た
は
市
中
央
図
書
館
カ
ウ
ン
タ
ー
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。※
当
日
も
受
け
付
け
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

市
中
央
図
書
館
☎

８
７
１
・
１
４
０
０

※
７
月
20
日
か
ら
８
月
31
日
ま
で
、
通
常
の
お

は
な
し
会
は
す
べ
て
お
休
み
し
ま
す
。

しらべてみよう！つくってみよう！
～海にすむ生きもの編～

　海にすむ生きものについてしらべたこと
を、ねん土で作ってみよう！さいごに、みん
なで発表会をするよ。※できあがった作品は、
しばらくのあいだ図書館で展示します。
日時　7月21日（月・祝）午後1時～（所要時間：約4

時間）※当日は午後0時45分から受け付けます。
場所　市中央図書館視聴覚室（2階）
対象　市内に在住の小学生
定員　20人※定員になり次第締め切ります。
参加費　無料
用意する物　筆記用具、ねん土板、絵の具の

筆（大・小）、水筒
申し込み方法　7月5日（土）から電話または市中

央図書館カウンターでお申し込みください。
共催　市中央図書館、筑波大学大学院図書館

情報メディア研究科
申し込み・問い合わせ　市中央図書館☎871-1400

葉っぱ？から→紙をつくろう
日時　8月6日（水）午前10時～正午
場所　市中央図書館視聴覚室（2階）
講師　久保庭敦男氏
対象　市内に在住の小学1年生～3年生
定員　30人※定員になり次第締め切ります。
持参する物　筆記用具、タオル2枚、水筒、紙す

きに一緒に入れる物（例：モミジ、おりがみなど）
申し込み方法　7月5日（土）から電話または市中

央図書館カウンターでお申し込みください。
申し込み・問い合わせ　市中央図書館☎871-1400
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第
54
回
青
少
年
読
書
感
想
文

全
国
コ
ン
ク
ー
ル
課
題
図
書
が
入
り
ま
し
た

【
小
学
校
低
学
年
の
部
】

・
ふ
し
ぎ
な
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
や
さ
ん

・
ぼ
く
が
ラ
ー
メ
ン
た
べ
て
る
と
き

・
か
わ
い
い
こ
ね
こ
を
も
ら
っ
て
く
だ

さ
い

・
ち
い
さ
な
あ
か
ち
ゃ
ん
、
こ
ん
に
ち

は
！ 

【
小
学
校
中
学
年
の
部
】

・
３
年
２
組
は
牛
を
飼
い
ま
す

・
ぼ
く
の
だ
い
す
き
な
ケ
ニ
ア
の
村

・
花
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち

・
今
日
か
ら
は
、
あ
な
た
の
盲
導
犬

【
小
学
校
高
学
年
の
部
】

・
チ
ー
ム
ふ
た
り

・
耳
の
聞
こ
え
な
い
子
が
わ
た
り
ま
す

・
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク

・
な
ぜ
、
め
い
王
星
は
惑
星
じ
ゃ
な
い

の
？

【
中
学
校
の
部
】

・
と
な
り
の
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ

・
曲
芸
師
ハ
リ
ド
ン

・
天
馬（
て
ん
ま
）の
よ
う
に
走
れ

【
高
等
学
校
の
部
】

・
荷
抜
け

・
兵
士
ピ
ー
ス
フ
ル

・
オ
デ
ッ
セ
イ
号
航
海
記

※
７
月
１
日
～
８
月
31
日
の
間
は
、
市

内
の
児
童
・
生
徒
を
優
先
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
児
童
・
生
徒
本

人
の
利
用
者
カ
ー
ド
で
予
約
や
貸
出

を
お
願
い
し
ま
す
。
貸
出
冊
数
は
１

人
１
冊
ま
で
、
貸
出
期
間
は
１
週
間

と
な
り
ま
す
。（
一
般
の
方
は
９
月
か

ら
ご
利
用
く
だ
さ
い
）

　

な
お
、
課
題
図
書
の
予
約
は
カ
ウ
ン

タ
ー
で
の
受
け
付
け
の
み
と
な
り
ま

す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
お
よ
び
館
内

検
索
機
か
ら
の
予
約
は
で
き
ま
せ

ん
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

牛
久
市
読
書
団
体
連
合
会

第
３
回
自
主
講
座

～
メ
イ
ン
テ
ー
マ「
源
氏
物
語
」～

日
時　

７
月
12
日（
土
）
午
後
２

時
～

場
所　

市
中
央
図
書
館
視
聴
覚
室

（
２
階
）

演
題　

「
若
菜
巻
を
読
む
…
不
義
の

子 

薫
」

講
師　

和
田
律
子
氏（
流
通
経
済
大

学
教
授
）

入
場
料　

無
料
※
席
は
自
由
で
す
。

主
催　

牛
久
市
読
書
団
体
連
合
会

としょかん

医療福祉制度（マル福）の更新について
　重度障害や母子・父子家庭でマル福を受けている方は、受給者証の有効

期限が6月30日で満了となります。7月からマル福を受けるための要件を満

たしている方については、更新後の受給者証を6月下旬に送付しました。

転入や未申告により所得の確認がとれない方は、別途更新の手続きが必

要です。手続きが済んでない方は、必要書類（すでに通知で案内）を持参し、

市医療年金課窓口で更新手続きをしてください。

◆重度心身障がい者の方へ…7月からマル福制度が改正になります

①所得基準額の引き下げ（下表参照）※対象者…重度心身障がい者でマル福を受けている方

②後期高齢者医療制度への加入が要件※対象者65歳から74歳までの方。

※上記の要件を満たさない時は、7月からマル福の資格が喪失となります。

税 法 上 の

扶養親族数
本人の所得基準額

配 偶 者・ 扶 養 義 務
者 の 所 得 基 準 額

0人 512万9,000円未満 628万7,000円未満
1人 550万9,000円未満 653万6,000円未満
2人 588万9,000円未満 674万9,000円未満

3人以上
扶養親族1人ごとに

38万円加算

扶養親族1人ごとに21

万3,000円加算

問い合わせ　市医療年金課☎873-2111内線1721～1722

※所得から控除されるもの（主なもの）

配偶者特別控除、障害者控除、特別

障害者控除、寡婦控除、寡婦特別控除、

勤労学生控除、医療費控除など

※乳幼児については､ 誕生日月に更新となります。（1日生まれの方は前月更新）


